
別 紙 ウェルピア伊予の概要 

11 

＜参考（生活拠点としての評価）＞ 

・本地域は生活系サービス施設がなく、公共交通も曜日運行のコミュニティバスのみの接

続となっており、生活利便性がやや低い地域となっている。 

一方で、ウェルピア伊予を有していることから、文化・レクリエーションに関する施設

が大変充実しており、市民に身近な地域となっている。 

このことから、本地域を都市の骨格構造における生活拠点として位置づける。ただし、

現状では都市機能が不足しているため、都市機能誘導区域の候補地域として、地域の活

性化を図る。 

【居住誘導区域の設定】 

＜防災対策推進区域の検討＞ 

・区域外のウェルピア伊予や郡中小学校、港南中学校は外部支援の受け入れ機能や避難受

け入れ機能など災害リスクの低い立地を活かした拠点施設として位置づけます。また

これらの施設が機能を最大限に発揮するための緊急輸送道路などのアクセス道路の整

備を検討します。 

【誘導施設の設定】 

＜誘導施設の考え方＞ 

・ウェルピア伊予が立地しており、広域防災機能やアクティビティ機能を有しています。

今後もこの既存施設を維持・機能強化することを目指して誘導施設に設定します。 
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調査対象地区 

図 2-10 都市機能誘導区域図 
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⑤愛媛県地域防災計画（資料編）（17 広域関係） 

【１７-５危機事象発生時の四国４ 県広域応援に関する基本協定に基づく支援・受援マ

ニュアル】 

＜受援編＞ 

・被災県は、連絡員の活動拠点（業務スペース）を確保するほか、地図などの資料提供を

行い、応援側が現地で円滑に活動できるよう必要な環境を整備する。 

また、連絡員の活動は、被災県の負担とならないよう支援担当県等が自己完結型の装備

を準備することが原則であるが、可能な範囲で被災県が、食料・宿泊（仮眠）場所等を

確保する。 

 

【１７-６四国４県広域応援協定に基づく愛媛県広域応援計画】 

＜第４章 応援隊の受入れ＞ 

・県災害対策本部は、市町災害対策本部と協議のうえ、宿泊施設や活動車両の駐車スペ

ースを考慮し、活動地域における応援隊の活動拠点を選定する。 

 

【１７-８中国・四国地方の災害等発生時の広域支援に関する協定に基づく支援・受援マ

ニュアル】 

＜第３編 受援編 第１章受援体制の整備＞ 

・被災県は、連絡員（現地連絡室設置後は、現地連絡室）の活動拠点（業務スペース）を

確保するほか、地図などの資料提供を行い、応援側が現地で円滑に活動できるよう必要

な環境を整備する。また、連絡員の活動は、被災県の負担とならないよう応援側が自己

完結型の装備を準備することが原則であるが、可能な範囲で被災県が、食料・宿泊（仮

眠）場所等を確保する。 
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【１７-２４愛媛県広域防災活動要領の概要】 

＜第２章 広域防災拠点＞ 

・愛媛県で位置づけられている広域防災拠点の位置図は以下の通りである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 2-11 広域防災拠点位置図 

調査対象地区 
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